
 

猪苗代町雇用就農支援事業補助金交付要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、農業雇用者の雇用安定及び技術定着を

推進し、地域農業の担い手となる農業者の確保を図るため、

就農希望者を雇用する農業者に対し、猪苗代町補助金等の交

付等に関する規則（昭和６０年猪苗代町規則第２号。以下

「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予

算の範囲内で猪苗代町雇用就農支援事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付する。  

 

（補助事業者）  

第２条  補助金の交付対象となる者（以下「補助事業者」と

いう。）は、町内に住所を有する個人又は主たる事業所を置

く法人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

１．農業を主たる生業として営む者  

２．農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第

１９条第１項に規定する地域計画のうち目標地図に位置付け

られている又は当該年度に位置付けられることが確実である

者  

３．十分な指導を行うことのできる指導者（５年以上の農業

経験を有する者等）を確保している者  

４．町税を滞納していない者  

５．猪苗代町暴力団排除条例（平成２３年猪苗代町条例第２

１号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規

定する暴力団員等でない者  

 

（雇用就農者）  

第３条  補助金の交付対象となる雇用就農者（以下「雇用就

農者」という。）は、雇用就農資金等実施要綱（令和７年３

月３１日付け６経営第２４１２号農林水産事務次官依命通

知）別記１第４の１の（２）に定める要件をすべて満たす者

とする。  

 



 

（対象期間）  

第４条  補助金の交付対象となる期間は、雇用就農者の補助

金の交付開始月から起算して２４月を経過する月まで（雇用

就農者の雇用を継続している期間に限る。）とする。  

 

（対象経費）  

第５条  補助金の交付対象となる経費は、補助事業者が雇用

就農者に対して農業経営や農業技術の研修を実施する期間に

支給した給与及び旅費並びに研修に要した消耗品費とする。  

 

（補助金の額）  

第６条  交付する補助金の額は、雇用就農者１人につき、５

万円に補助対象期間の月数を乗じて得た額とする。  

 

（交付申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者は、猪苗代町雇用

就農支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申

請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し

なければならない。  

１．事業計画書（様式第２号）  

２．雇用就農者の雇用事実を確認できる書類  

３．町税を滞納していないことを証明する書類  

４．その他町長が必要と認める書類  

 

（交付決定）  

第８条  町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その

内容を審査し、予算の範囲内で交付の可否を決定し、猪苗代

町雇用就農支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式

第３号）により申請者へ通知するものとする。  

 

（補助金等の交付の条件）  

第９条  規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、

当該事業に要する経費の２割を超えない範囲での額の増減と



 

する。  

 

（変更の承認申請）  

第１０条  補助事業者は、規則第６条第１項の規定に基づき

町長の承認を受けようとする場合は、猪苗代町雇用就農支援

事業補助金計画変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４

号）を町長に提出しなければならない。  

 

（実績報告）  

第１１条  規則第１３条による実績報告は、猪苗代町雇用就

農支援事業実績報告書（様式第５号）に町長が必要と認める

書類を添えて、補助金の交付決定のあった日の属する年度の

３月３１日までに行うものとする。  

 

（補助金の額の確定）  

第１２条  町長は、前条の規定による実績報告書の提出があ

ったときは、報告書の内容を審査の上、補助金の額を確定し、

猪苗代町雇用就農支援事業補助金額確定通知書 (様式第６号 )

により補助対象者に通知するものとする。  

 

（交付請求）  

第１３条  前条の規定による通知を受けた補助事業者は、通

知を受けた日から起算して３０日以内に、猪苗代町雇用就農

支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しな

ければならない。  

 

（委任）  

第１４条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関

し必要な事項は、町長が別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  


